
令和６年能登半島地震支援に係る臨時庁議

令和６年１月４日



事項書

１．地震の概要

２．被害状況

３．対応経過

４．三重県の支援状況

５．知事指示事項



１．地震の概要 （令和６年能登半島地震）

発生時刻 令和６年１月１日（月） １６：１０

震源地及び深さ 石川県能登地方（輪島の東北東３０ｋｍ） ごく浅い

マグニチュード Ｍ７.６
（参考：H7 阪神・淡路大震災 M7.3，H19 能登半島地震 M6.9，H28 熊本地震 M7.3）

震 度 最大震度７（石川県志賀町）

津 波 大津波警報（石川県能登） ※１／２ １０：００津波注意報解除

１

震度分布

出典：（気象庁報道発表）「令和６年能登半島地震」について（第３報）

津波警報等の発表状況



２．被害状況（中部９県１市）

２

市町名

人的被害 住家被害

死者
行方
不明者

負傷者
小計 全壊 半壊

一部
破損

その他 小計
重傷 軽傷

石川県
1/3 15:00

７３ 確認中 ３２３ ３９６
１８３
以上

２９
以上

１１
２２３
以上

富山県
1/3 12:00

０ ０ ３ ３３ ３６ ２ ０ ７ ４８ ５７

福井県
1/3 13:00

０ ０ ０ ６ ６ ０ ０ ４５ ０ ４５

岐阜県
1/2 16:00

０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０

計 ７３ 確認中 ３ ４０ ４３９
１８５
以上

８１
以上

５９
３２５
以上



２．被害状況（石川県）

出典：（石川県）被害等の状況について（第9報）【2024年1月3日15時00分現在】 ３



２．被害状況（石川県）

４



【県内対応】

令和６年１月１日（月）
１６：１０ 桑名市、木曽岬町で震度４

災害対策本部準備体制（８名体制）
１８：００ 震度４を観測した桑名市、木曽岬町で「被害なし」を確認
１８：４７ 準備体制解除

３．対応経過

５



３．対応経過

【県外対応】中部９県１市「災害時等の応援に関する協定」幹事県業務

令和６年１月１日（月）
１６：１０ 震度７（石川県）、震度５強（富山県、福井県）

県外（中部）震度６弱以上の地震発生に伴う応援体制
１７：３４ 石川県に被害状況の確認と、情報連絡員の派遣を連絡
※随時 ・福井県、富山県の被害状況の確認と、応援要請の有無を確認

・中部９県１市構成団体へ情報共有
・全国知事会、関西広域連合、総務省と随時連絡調整

令和６年１月２日（火）
０３：５０ 情報連絡員が三重県庁出発（８：４５石川県庁到着）
１０：００ 物資（水、食料、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ）の支援要請

※中部９県１市構成団体の配送可否について調整
１４：５０ 総務省「応急対策職員派遣制度」に基づく総括支援チームの派遣要請

※中部９県１市構成団体と調整
1/3に各県市の総括支援チームが石川県内各被災市町へ
派遣できるよう調整

令和６年１月３日（水）
１０：００ 総括支援チームが三重県庁出発（１７：１４石川県庁到着）
１５：４２ 物資（水、食料、毛布、簡易トイレ、オムツ等）の支援要請

※中部９県１市構成団体の配送可否について調整

６



４．三重県の支援状況

【派遣職員】

災害即応・連携課職員 ２名

【派遣期間】

１月２日（火）～

【活動場所】 石川県庁

【主な活動内容】

・石川県災害対策本部での

支援ニーズの把握

・石川県、総務省、全国知事会、

関西広域連合と、被災市町村支援

にかかる連絡調整等

防災対策部

（１）情報連絡員の派遣

７



総務省公務員課応援派遣室（被災市区町村応援職員確保調整本部）が地理特性、
人口規模等を勘案して作成した派遣案をもとに、全国知事会、全国政令指定都市会
とともに調整し決定。

被災自治体 総括支援チーム カウンターパート

輪島市 三重県 三重県

珠洲市 浜松市 浜松市、福井県

志賀町 愛知県 愛知県

七尾市 名古屋市 名古屋市

穴水町 静岡県 静岡県

能登町 滋賀県 滋賀県

加賀市 ー 静岡市

４．三重県の支援状況 防災対策部

（２）総括支援チーム・カウンターパート支援団体の派遣調整

【派遣職員】
三重県総括支援チーム（いなべ市１名、伊勢市２名、三重県１名）

【派遣期間】 １月３日（水）～

【活動場所】 輪島市役所

【主な活動内容】 輪島市の災害マネジメントを総括的に支援 ８



４．三重県の支援状況 防災対策部

（３）救助・救急活動支援（防災ヘリコプター）

１月２日（火）
・消防庁災害対策本部広域応援班から空中からの
散水消火の出動指示あり。
【伊勢湾ヘリポート→小松空港】

・小松空港（石川県）で航空部隊航空小隊として活動。

・輪島市の火災について、航空機による上空からの
散水消火の可能性を調査。
ヘリコプターによる散水消火の必要なし

・輪島市町野小学校から金沢市の鞍月セントラルパーク
へ要救助者２名を搬送。

１月３日（水）
・輪島市鵠巣小学校で隊員２名がヘリコプターから降下、
要救助者１名を機内に収容し、金沢市の鞍月セントラ
ルパークへ搬送。
その後、伊勢湾ヘリポートへ帰投。

９



４．三重県の支援状況 地域連携・交通部

（１）物資支援

１月２日（火）
１０：００ 三重県トラック協会と調整、

広域防災拠点の備蓄物資を
石川県内各被災市町へ配送開始

食料（食） 発送日 水（ﾘｯﾄﾙ） 発送日 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ（枚） 発送日

七尾市 12,960 1/2 36,288 1/2

30,480 1/3 2,244 1/3

羽咋市 23,760 1/2 21,192 1/2 1,500 1/2

8,340 1/3 2,184 1/3 400 1/3

かほく市 7,500 1/2 540 1/2 500 1/2

津幡町 8,640 1/2 24,192 1/2

内灘町 21,360 1/2 6,048 1/2

宝達志水町 6,780 1/2

中能登町 1,416 1/2

合計 113,040 100,884 2,400

１０



４．三重県の支援状況 医療保健部

（１）医療・保健

＜DMAT（災害派遣医療チーム）＞

1月2日（火）

・石川県からの派遣要請

・県内から５隊派遣（桑名市総合医療センター（～5日）、

市立四日市病院（～5日）、松阪中央総合病院（～5日）、

三重大学医学部附属病院（～5日））、県立総合医療センター（～7日）

・ロジスティクス2名を派遣（松阪中央病院（～7日））

1月３日（水）

・石川県からの二次隊の派遣要請

・県内から５隊派遣（三重中央医療センター、済生会松阪総合病院、

名張市立病院、鈴鹿中央総合病院、いなべ総合病院）（1月4日到着予定）

1月４日（木）

・県内から１隊派遣（市立伊勢総合病院）（1月4日到着予定）

＜DPAT（災害派遣精神医療チーム）＞

1月３日（水）

・石川県からの派遣要請。派遣に向けて調整中。

＜日本赤十字社三重県支部救護班＞

1月４日（木）

・日本赤十字社石川県支部へ第1班医療救護班を派遣（～8日（予定）） １１



４．三重県の支援状況 環境生活部 環境共生局

（１）給水
・公益社団法人 日本水道協会の調整により、県内４市町から給水車及び職員の派遣
による支援を実施中

（２）災害廃棄物

・いずれも派遣期間は、令和６年１月２日（火）～７日（日）
※１月８日（月）以降も調整中

日本水道協会 調整 自治体間協定

伊勢市 鈴鹿市 いなべ市 多気町 紀宝町

給水車（台） １ １ １ １ １

派遣職員（人） ２ ４ ２ ３ ２

派遣先 石川県宝達志水町 石川県中能登町

・災害廃棄物中部ブロック広域連携計画に基づき、環境省中部地方環境事務所の調整
により必要な支援を実施していくことが想定されるが、今のところ要請はありませ
ん

※想定される要請：職員の派遣、ごみの収集や処分の応援にかかる県内調整

・自治体間の応援協定により、紀宝町から給水車及び職員の派遣による支援を実施中

１２



４．三重県の支援状況 県土整備部

（１）被災建築物応急危険度判定士の派遣

１月３日（水）
・全国被災建築物応急危険度判定協議会中部ブロック幹事県（愛知県）を通じ、
石川県から三重県に派遣要請あり。

【派遣期間】

１月４日（木）～ １月２３日（火）（判定活動は５日（金）～）

【派遣人員】

延べ１５２名の判定士を派遣。

※第１次（判定活動：５日（金）～７日（日）

三重県職員２名（県土整備部（本庁１名、伊賀建設事務所１名））

津市職員２名、伊賀市職員１名、亀山市職員１名

一般社団法人三重県建築士会２名

【派遣先】羽咋市、七尾市、志賀町、中能登町、穴水町を予定。

【活動内容】

余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止し、

住民の安全確保を図るため、建築物の危険度を判定・表示。

（「危険」、「要注意」、「調査済」の３種）

１３



５．知事指示事項

１．引き続き、石川県庁に派遣した情報連絡員と、輪島市役所に派遣
した総括支援チームと情報連絡を密にし、被災地の支援ニーズを
的確に把握すること。

２．中部９県１市の幹事県として、各県市、全国知事会、関西広域連
合、国と緊密に連携すること。

３．県内市町、協定を締結している事業者など支援団体と連携し、被
災地で必要となる支援を迅速かつ継続的に実施すること。

４．被災地支援にあたっては、三重県災害対策本部体制に準じ、全庁
体制で各部局が連携して対応すること。

５．カウンターパート支援対象である輪島市に対し、総括支援チーム
の他に次長級職員を派遣し、情報収集、支援にあたること。

１４

令和６年１月１日、能登半島で震度７の地震が発生した。
被災地では家屋の倒壊や火災、断水、孤立など甚大な被害が
発生しており、早期の被災者支援が求められていることから、
以下のとおり指示する。



【趣旨（協定書第１条）】
富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

滋賀県及び名古屋市で、次の事態が発生（おそれ含む）した場合に、
「被災者等の避難、救援等の対策が十分に実施できない場合」に被災県市の
要請に基づき行われる広域応援を迅速かつ円滑に遂行するために締結

（１）災害対策基本法第２条第１号に定める災害
（２）武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国民の安全の確保に

関する法律第１条に定める武力攻撃事態等
（３）同法第25条第１項に定める緊急対処事態

【応援の内容（協定書第３条）】
（１）物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣
（２）避難場所の相互使用、緊急輸送路の共同啓開当被災県市等の境界付近

における必要な措置
（３）被災者等の一時収容のための施設の提供
（４）医療機関による傷病者の受入 等

【幹事県（実施細則第３条）】
応援県市の調整、決定、中部９県１市内での共有を実施。輪番制

（参考）中部９県１市「災害時等の応援に関する協定」

１５


